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災害発生時の教育継続支援に向けた情報共有と
対応に関する支援組織体制づくり
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・現在JANPUが適用している北海道東北・関東（東京以外）・東京・中部・
関西近畿・中国四国・九州沖縄に分ける予定

・災害担当教員は災害看護の授業科目を担当している方とし、担当者が
おられない場合は、災害連携が可能な教員

広域ブロックの考え方

北海道東北：
災害支援対策委員会担当者：
太田（東北文化学園大学）

関東（東京以外）：
災害支援対策委員会担当者：
神崎（兵庫医療大学）

登録42課程

関西近畿：
災害支援対策委員会担当者：
大野（兵庫県立大学）

中部：
災害支援対策委員会
担当者：酒井（福井大学）

中国四国：
災害支援対策委員会
担当者：森下（高知県立大学）

九州沖縄：
災害支援対策委員会担当者：
三橋（久留米大学）

参加 200課程

登録24課程

東京：
災害支援対策委員会担当者：
内木（日本赤十字看護大学）

登録15課程

登録39課程

登録22課程

登録22課程

登録36課程
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教育継続⽀援に向けた災害発⽣時の情報共有と対応
< 被災⼤学視察から⾒えた課題（熊本地震）>

3年⽣の領域実習変更（8⽉と11⽉）
訪問看護の実習先30施設被害不明
単位認定・教員派遣希望・実習⼿続き
学⽣安否確認（避難所⽣活及び⽀援）
こころのケア
⼤学連携減災リーダー養成プログラム

県内⽣30％県外⽣70％全員帰省
全壊・半壊の学⽣把握困難
教員は路上・⾞中⽣活、学⽣は避難所
実習中断・実習先変更・講義調整
こころのケア
修理費 教科書⼿配 JANPU会費免除

被災学⽣・教職員対応（教職員出勤困難）
近隣住⺠が500⼈避難で教員・学⽣が対応
実習先変更（100以上）・実習⼿続き
⼤学院中間発表延期（社会⼈の研究遅れ）
こころのケア 学⽣への経済的⽀援
職員・学⽣のボランティア派遣

共通課題

実習変更調整困難

被災学⽣対応困難

被災教職員業務
継続困難

精神的問題

住⺠および避難
所対応

経済的問題

規則変更

対応

⼈的⽀援

情報収集

こころのケア

⼤学間連携

物的⽀援
補助⾦

近隣地域連携

規制緩和
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被災後の教育継続や助け合い体制に向けての必要な行動

災害時には、被災大学は教育の継続が困難

・大学の建物の倒壊や教員・学生への被害の程度によっては講義や実習が継続困難
・卒業や就職に関する長期的な影響

・災害看護を専門とする教員の連絡網構築による被災後の教育継続や助け合い
体制づくり

必要となる具体的行動

【平時】

・教育継続支援に向け大学間での情報共有と対応

【災害発生したら】

各大学で災害看護の講義を担当している教員をキーパーソンとして小ブロック
（都道府県単位）と広域ブロックを織り交ぜたネットワークを構築

日ごろから災害時に必要な活動・行動を共有化し相談が出来る体制を構築

新設大学からは災害の備えがわからないというアンケート結果
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都道府県
当番大学

JANPU災害支援
対策委員会

JANPU代表理事・
理事会

文部科学省
厚生労働省

図 教育継続支援に向けた災害発生時の情報共有と対応

●毎年、当番大学の決定、災害支
援対策委員会に報告する

＊なお、被災時の対応を円滑に進
めていくためには、毎年都道府
県ごとに情報提供や情報共有の
仕組みを作り備えておくことが重
要となる。

●各県の当番大学の把握、
リスト化する。

●被災した大学の被災経験と
対応や各大学の備えに関する
取り組みの情報蓄積とHPでの
情報提供を行う。

●災害フォーラム等での情報
共有の場の提供を行う。

平常時

被災時

●JANPUとしての対応、方針の決定
●災害支援対策委員会への指示
●全国会員校への支援協力要請
●文科省、厚労省への報告・意見提出および
相談

●全県下的な災害等、広域な災害が発生した
場合、情報収集をどのように行うか検討する。

●継続調査の必要性について検討する。
●被災地の大学から報告された情報を元に、必
要な教育継続支援を検討する。

●JANPUとして対応が必要と思われる事項、文
科省、厚労省等への確認等（実習施設の届け
出がされていない施設で実習が必要、入学・
卒業式等への対応、卒業証明書の発行につ
いて、等）と思われる事項がある場合はJANPU
理事会へ報告、以後の検討・対応を求める。
また、緊急時、JANPU代表理事・理事会に報告
後、文科省・厚労省に被災状況等について情
報提供を行う。

●当番大学は、報告・収集された情報をJANPU
災害支援対策委員会（ブロック担当者）に報告
する。

●当番大学は被災大学からの報告が困難な場
合は、被災大学の承認を得て、近隣の大学に
聞き取り調査を依頼する。

★県単位での対応
が不可能な場合
●ブロックおよび
全国の大学に、
必要な支援につ
いて情報を発信
し、支援が可能
な大学および可
能な支援内容を
把握する。

●教育継続に向け
た被災地大学の
ニーズと支援の
マッチング・調整
を行う。

★県単位で支援が
可能な場合
●県内において被
災地大学のニー
ズと支援のマッチ
ング・調整を行う。

支援組織の
体制づくり
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小ブロック（都道府県単位）の目的と考え方

各大学で災害看護の講義を担当している教員をキーパーソンとした都道府県
単位の連携

各県の当番大学（毎年交替）を把握しリスト化

各大学の担当者

都道府県の各大学は

災害支援対策委員会が把握

情報提供や情報共有の
仕組みを作り備えておく

平常時 災害時

情報収集など

当番大学
被災地大学

情報
提供

キーパーソン

情報
収集

JANPUとして対応が必要

と思われる事項、文科省、
厚労省等への確認等

JANPU理事会へ報告

災害支援対策委員会が把握

文科省・厚労省に被災状況等
について情報提供報告

必要な支援

被災地大学が活
動困難な場合は
近隣大学が支援

目的：災害時の大学間の自助共助、情報集約と共有、平時からの交流

働きかけ

被災地の他の大学

キーパーソン

情報
収集

広域ブロック（災害支援対策委員）に情報提供し連携

6



第1回各ブロック会議

ブロック名
JANPU

会員校数

ネットワー
ク登録会員

校数

第1回
ブロック
会議参加
校数

第1回
ブロック会議
参加 ％

北海道東北 33 24 18 75%

関東（東京除く） 59 42 35 83%

東京 26 15 10 67%
中部 53 39 32 82%
関西近畿 53 36 29 81%
中国四国 32 22 19 86%
九州沖縄 31 22 15 68%
合計 287 200 158 79%
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